
修正番号単価の算定 【ＮＴＴ東日本】

（２）合算番号単価に(１)の算出額を乗じた後、R5.7～12月の間で徴収すべき総額
(Ｄ東とＤ西の合計額)で除する。（Ｆ×Ｄ東÷Ｄ＝ＮＴＴ東日本修正番号単価）

（１）R5.7～12月の間で徴収すべき額を算出 （ Ａ東－Ｂ東－Ｃ東＝Ｄ東 ）

徴収すべき
負担金総額

前年度
過不足額

R5.1～6月
（算定月）間の
徴収見込額

R5.7～12月
（算定月）間の

徴収すべき見込額

●補てん対象額

3,676,671,117円

＋

●支援機関事務費

23,471,949円

＝

合計

3,700,143,066円

－ 351,374,138円 －

①R5.1月分

283,169,439円

②R5.2～6月分

(予測算定対象電気通信番
号の総数の合計適用)

1,416,653,003円

（1.15673665円

×1,224,697,949番号）

＝ 1, 648,946,486円

R5.7～12月（算定月）の間
で徴収すべき見込額の総額

2,864,500,526円

×

＝ 1．15129774 円

合算

番号単価

２円

÷

Ａ東

R5.7～12月
（算定月）間の

徴収すべき見込額

1, 648,946,486円

Ｂ東 Ｃ東 Ｄ東

Ｄ東 Ｄ（Ｄ東+Ｄ西）Ｆ

別紙２



修正番号単価の算定 【ＮＴＴ西日本】

（２）合算番号単価に(１)の算出額を乗じた後、R5.7～12月の間で徴収すべき総額
(Ｄ東とＤ西の合計額)で除する。（Ｆ×Ｄ西÷Ｄ＝ＮＴＴ西日本修正番号単価）

（１）R5.7～12月の間で徴収すべき額を算出 （ Ａ西－Ｂ西－Ｃ西＝Ｄ西 ）

徴収すべき
負担金総額

前年度
過不足額

R5.1～6月
（算定月）間の
徴収見込額

R5.7～12月
（算定月）間の

徴収すべき見込額

●補てん対象額

2,680,300,638円

＋

●支援機関事務費

17,111,098円

＝

合計

2,697,411,736円

－ 242,683,710円 －

① R5.1月分

206,431,091円

② R5.2～6月分

(予測算定対象電気通信番
号の総数の合計適用)

1,032,742,895円

（0.84326335円

×1,224,697,949番号）

＝ １,215,554,040円

R5.7～12月（算定月）の間
で徴収すべき見込額の総額

2,864,500,526円

×

＝ 0．84870226 円

合算

番号単価

２円

÷

Ａ西

R5.7～12月
（算定月）間の

徴収すべき見込額

１,215,554,040円

Ｂ西 Ｃ西 Ｄ西

Ｄ西 Ｄ（Ｄ東+Ｄ西）Ｆ

別紙３
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